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規

則

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
号

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
及
び
医
療
券
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
月
以
後
の
も
の
に
限

る
。
）
」
を
「
も
の
に
限
る
。
）
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
病
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
（
同
法

第
六
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
を
い
い
、
別
表
第
一
の
第
二
類
に
掲

げ
る
疾
病
に
係
る
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
以
前
の
も
の
に
限
る
。
）
」

に
改
め
る
。

別
表
第
一
対
象
者
の
欄
一
イ
中
「
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
疾
病
及
び
同
条
第
二
項
」
を
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
及
び
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
二

項
」
に
改
め
、
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
及
び
」
を
削
る
。

別
表
第
六
医
療
費
助
成
の
額
の
欄
中
「
後
期
高
齢
者
医
療
費
被
保
険
者
証
」
を
「
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
」
に
改
め
、
「
一
割
」
の
下
に
「
又
は
二
割
」
を
加
え
る
。

別
記
第
十
号
様
式
泫
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
電
話
番
号
欄
に
つ
い
て
は
、
日
中
に
繋
が
る
連
絡
先
を
御
記
入
く
だ
さ
い
。

別
記
第
三
十
号
様
式
泫
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
電
話
番
号
欄
に
つ
い
て
は
、
日
中
に
繋
が
る
連
絡
先
を
御
記
入
く
だ
さ
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
が
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か

ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係

る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
掲

げ
る
書
類
を
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
者
を
新
規
則
別
表
第
六
に
掲
げ

る
疾
病
に
係
る
対
象
者
と
み
な
し
て
、
新
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
新
規
則
第
八
条
第
一
項
の
表
八
の
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
申
請
書
を

受
理
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
「
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
五
年
東
京
都
規
則
第
二
号
）
附
則
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
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該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
す
る
。

一

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
適
用
を
受
け
一
部
負
担
金

の
割
合
が
二
割
に
な
っ
た
者

二

令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
新
規
則
別
表
第
六
に
掲
げ
る
疾
病
に

係
る
対
象
者
の
要
件
（
同
表
対
象
者
の
欄
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

を
満
た
し
た
者

三

肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
の
治
療
効
果
、
患
者
の
生
命
予
後
や
生
活
の
質
を
考
慮
し
、
最
適
な
治

療
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
研
究
に
協
力
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
者

四

令
和
三
年
十
一
月
か
ら
施
行
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
連
続
す
る
十
二
月
の
期
間
内

に
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保

険
医
療
機
関
又
は
同
号
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
に
お
い
て
、
新
規
則
別
表
第
六
備
考
３
に
規
定
す

る
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
入
院
関
係
医
療
、
同
表
備
考
４
に
規
定
す
る
高
療
該
当
肝
が

ん
外
来
関
係
医
療
又
は
同
表
備
考
５
に
規
定
す
る
高
療
該
当
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
合
算
関
係
医

療
を
既
に
二
月
以
上
受
け
た
者

３

令
和
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
難
病
患
者
等
に
係
る
医
療

費
等
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
、
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第

十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
年
十
月
一
日
以
後
も
な
お
有
効
な
医
療
券
の
交
付
を
受
け
た

後
期
高
齢
医
療
適
用
者
で
、
同
日
に
そ
の
一
部
負
担
割
合
が
二
割
に
な
っ
た
者
に
対
す
る
新
規
則
の

規
定
は
、
同
日
以
後
に
行
わ
れ
た
医
療
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
わ

れ
た
医
療
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
旧
規
則
別
記
第
十
号
様
式
及
び
第
三
十
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に

残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
七
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ

い
て
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
法
第
百
十
二
条
の
二
第

三
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
十
八
号
）
第
二
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、

令
和
五
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
発
生
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

に
い
じ
ま
加
入
区

◉
東
京
都
告
示
第
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
一
月
三
十
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に

お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

日
原
鍾
乳
洞

二

変
更
の
区
間

西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
日
原
字
一
原
九
百
七
十
三
番
二
地
内
か
ら
同
所
九
百
六
十
四

番
一
地
内
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
を
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例

の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三

号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ッ
コ
ラ
ー
レ

二

代
表
者
の
氏
名

中
島

か
お
り

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

豊
島
区
千
早
四
丁
目
十
八
番
五
号

キ
ャ
ニ
オ
ン
マ
ン
シ
ョ
ン

千
早
町
二
〇
一
号

四

認
定
の
有
効
期
間

令
和
四
年
十
二
月
六
日
か
ら
令
和
九
年
十
二
月
五
日
ま
で

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
神
宮

外
苑
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
着
工
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
一
月
三
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
三
井
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

菰
田

正
信

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

宗
教
法
人
明
治
神
宮

宮
司

九
條

道
成

渋
谷
区
代
々
木
神
園
町
一
丁
目
一
番

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

理
事
長

芦
立

訓

港
区
北
青
山
二
丁
目
八
番
三
十
五
号

伊
藤
忠
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
林

文
彦

港
区
北
青
山
二
丁
目
五
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称

（
仮
称
）
神
宮
外
苑
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業

三

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
五
年
一
月
三
十
日

四

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
十
七
年
十
一
月
三
十
日

五

届
出
日

令
和
五
年
一
月
十
七
日
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